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検
診
は
家
族
の
幸
せ
を
守
り
ま
す

が
ん
複
合
検
診
を
受
け
ま
し
ょ
う

が
ん
の
予
防
に
は
、
生
活
習
慣
の
改
善
と
、
定
期
的
に
が
ん
検
診
を
受
け
早
期
発
見
す

る
こ
と
が
大
切
で
す
。
こ
の
検
診
は
、
自
分
が
受
け
た
い
検
診
項
目
を
選
ん
で
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
機
会
に
受
け
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
対
象
者
に
は
、
７
月
初
旬
に
申
込
書
を

郵
送
し
ま
す
。
送
付
さ
れ
た
内
容
を
確
認

し
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

（
対
象
者
で
申
込
書
が
届
か
な
か
っ
た
人

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

■
実
施
期
間　
９
月
下
旬
～
10
月
上
旬

検診項目 内容 対象者

肺がん検診 胸部レントゲン

40歳以上
胃がん検診 胃透視

大腸がん検診 便潜血

腹部超音波検診 腹部超音波

前立腺がん検診 採血 40歳以上（男性）

子宮頸
けい

がん検診 子宮頸
けい

部細胞診

40歳以上（女性）乳がん検診 視触診＋マンモグラフィー

骨粗しょう症検診 超音波（かかと）

特定健診（※）
問診・身体測定・血圧・
診察・血液検査・尿検査・
心電図など

・国民健康保険被保険者
（40歳以上）

・後期高齢者医療被保険者

種別 胃がん 大腸がん 肺がん 子宮頸がん 乳がん

がん発見者数 4 15 15 7 21

※社会保険（健保組合・協会けんぽ・共済組合など）加入者とその扶養家族
は各医療保険者（保険証の発行元）に申し込み、各医療保険者の案内に
従ってください。

その他のがん発見者数（肝がん、前立腺がんなど）　18人

■平成27～29年度菊陽町集団健（検）診からのがん発見者数
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■申請に必要なもの
◦個人番号通知カード（個人番号カード）または年金手帳
◦印鑑
◦免許証など本人確認書類
◦失業した人は、離職票や雇用保険受給資格者証を持参

すると所得額が０円で審査されます。
◦学生納付特例申請をする人は、有効期間が記載されて

いる学生証または在学証明書
※納付猶予は50歳未満で学生以外の人が対象です。
※免除は一部老齢基礎年金受給額に反映されますが、納

付猶予および学生納付特例は反映されません。

■問い合わせ
　熊本西年金事務所
　☎（355）3261
　町民課　年金係
　☎（232）4914

令和元年度申請
■申請受付開始月
❶学生納付特例：４月
❷免除・納付猶予：７月
■対象期間
❶学生納付特例：４月～翌年３月
❷免除・納付猶予：７月～翌年６月
■所得審査
❶学生納付特例申請
　本人の前年所得が一定額以下の場合
❷免除：本人、配偶者、世帯主それぞれ前年所得が一定

額以下の場合。所得額に応じて、全額、４分の３、半
額、４分の１が免除されます。一部免除の人は、免除
後の保険料を納付する必要があります。
❸納付猶予：本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額

以下の場合

国民年金保険料の納付に困ったら・・・
国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合は、「免除」または「猶予」される制度があります。
保険料を未納のまま放置すると将来の老齢年金だけでなく、不測の事態が発生した際の障害基礎年
金や遺族基礎年金が受給できない場合があります。

■受付期間　　７月16日㈫～26日㈮　※㈯㈰㈷を除く
　　　　　　　午前８時30分～午後５時
■公開抽選会　８月９日㈮　午前10時～　（抽選は町職員が行います）
■抽選会場　　役場別館２階会議室
■募集する町営住宅

■入居時期　　８月下旬ごろ
■申込資格（次の全てを満たす人）
❶町内に住所または勤務先がある人
❷市町村税などの滞納がない人
❸同居しようとする親族がいる人
　（１人では入居できませんが、条件によっては入居できます）
❹世帯の収入が収入基準内であること
❺現に住宅に困窮していることが明らかであること
❻世帯に暴力団員がいないこと
■収入基準
　原則階層の場合　月額所得158,000円以下
　裁量階層の場合　月額所得214,000円以下
※裁量階層…身体障がい者や小学校未就学児がいる場合、全員が60歳以上の場合など
〈収入の算出方法〉
　収入（月額）＝（入居しようとする世帯全員の年間総所得金額－控除額）÷12カ月
　○控除額　❶同居者控除（38万円）　　　　 ❷（非同居者）扶養控除（38万円） 
　　　　　　❸老人扶養控除（10万円）　　　 ❹特定扶養親族控除（25万円） 
　　　　　　❺一般障害者控除（27万円）　　 ❻特別障害者控除（40万円） 
　　　　　　❼寡婦・寡夫控除（27万円以内）
■申し込みに必要な書類
❶町営住宅入居申込書（建設課にあります）
❷住民票謄本（入居予定者全員分の本籍、続柄、マイナンバー記載）
❸平成30年度市町村県民税（所得・課税）証明書（入居予定者全員分の所得が分かる書類）
❹滞納のない証明書（入居予定者で課税対象者全員分）
❺その他証明書（婚約証明書、障害者手帳などの写し）
■申込方法
　必要書類などをそろえて、建設課管理係へ直接提出してください。
※西部支所では申し込みできません。
■入居決定後の手続き　
　入居決定後、原則として10日以内（町が指定する日まで）に、次の手続きをしてください。
❶敷金（家賃３カ月分相当額）の納付
❷町が適当と認める連帯保証人１人が連署した請書（契約書）などの提出
※正当な理由がなく、上記期間内に入居の手続きをしない場合、入居決定は取り消します。 

※詳しくは、お問い合わせください。

町営住宅入居者を募集します

問 建設課　管理係　☎（232）2115

※申し込みは１世帯１戸限りです。

番号 住宅名 部屋番号 所在地 間取 面積
㎡ 月額家賃 建設

年度 構造 学校区

1 下原 Ａ－５ 久保田2716番地3 ３ＤＫ 79.3 25,500～
50,000円 Ｈ10 木造２階建

菊陽中部小学校
菊陽中学校

2 下原 Ａ－６ 久保田2716番地3 ３ＤＫ 79.3 25,500～
50,000円 Ｈ10 木造２階建

※下原団地はメゾネットタイプ（部屋の中が１階と２階に分かれている）

下原団地外観
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